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平成 20年１月定例教育委員会会議録 

 
１．日 時 平成 20 年１月 22 日（火）午後２時 40 分～ 
 
２．場 所 市立公民館・中央地区公民館３階 講座室４ 
 
３．出席者 
  委員長 毛利 髙二  委員長職務代理者  夏原 晃子    
  委員  坂田 忠義  委員 宮﨑 慶次  教育長 永本 定芳 
 
４．事務局出席者 

教育次長兼教育総務部長 西田 寛    生涯学習部長   川口 憲一 
学校教育部長      川端 成章   生涯学習課長   鍋谷 佐和子 
総務課長        黒澤 武明   スポーツ振興課長 松田 周光 
学校管理課長      児嶋 英幸   郷土文化室長   近藤 利由   

  図書館長        杉岡 洋    人権教育課長   山下 信 
  産業高等学校事務長   池田 幸夫   総務課参事       柿本 邦彦 
  総務課参事       須賀 俊介 
 
開会 午後２時 40 分 

前回会議録について異議なく承認された。本会議録署名者に坂田委員を指名した。 
傍聴人１名。 

 
報告第１号 天神山小学校への寄付について 
○ 児嶋学校管理課長 

天神山小学校への寄付について、寄付名・寄付目的・寄付者・寄付年月日を報告する。 
 
報告第２号 図書の寄付について（各学校園） 
○ 川端学校教育部長 

図書の寄付について（各学校園）、寄付品名、寄付目的、寄付者、寄付年月日を報告す

る。寄付者足立俊氏は、元八木南小学校教員で、７月にも図書の寄付をいただいた。 
 
報告第３号 家庭教育支援総合推進事業について 
○ 鍋谷生涯学習課長 

家庭教育支援総合推進事業について、概要・全体テーマ・日時・場所・規模・内容・ 
周知方法・主催を報告する。 
 
報告第４号 青少年自立支援事業の実施について 
○ 鍋谷生涯学習課長 
 青少年自立支援事業の実施について、概要・内容・周知方法を報告する。 
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報告第５号 次期展示について 
○ 近藤郷土文化室長 

次期展示について、展示名（濱田青陵賞２０周年企画展）・期間・場所・趣旨・展示資 
料・周知方法を報告する。 
 
報告第６号 ミニ企画展の開催について 
○ 近藤郷土文化室長 
  ミニ企画展の開催について、展示名「私たちのたからもの ～きしわだ自然友の会秘 
蔵コレクション大公開」・期間・場所・趣旨・入場料・周知方法を報告する。 

 
議案第１号 補正予算について 
○ 黒澤総務課長 
  私立幼稚園就園奨励費に関する補正予算を平成 20年第１回市議会に計上予定の旨を 
説明する。 

○ 坂田委員 
  補正の主な理由は、何ですか。 
○ 黒澤総務課長 
  主には、支給要件等の改正に伴う支給額の増額によるものです。 
○ 毛利委員長 
  本件は、原案どおり承認する。 
 
議案第２号 学校授業料等に関する条例の一部改正について 
○ 黒澤総務課長 
  学校授業料等に関する条例の一部改正の理由・概略を説明し、平成 20年第１回市議会 
に上程予定の旨を説明する。 
○ 黒澤総務課長 
  平成 20年度には、幼稚園において午後保育の 1日増、アフタースクールの全園実施等 
の施策を計画しています。 
○ 永本教育長 
  幼稚園教育の内容の充実のために必要な改正であると保護者に理解してもらうよう、 
 努めます。   
○ 毛利委員長 
  本件は、原案どおり承認する。 
 
議案第３号 岸和田市民道場心技館床張替え工事のための臨時休館について 
○ 松田スポーツ振興課長 
  岸和田市民道場心技館床張替え工事のための臨時休館について、休館する期間・理由・ 
市民への周知方法を説明する。なお、工事費用約８００万円は心技会が負担し、工事終 
了後、市に移管していただくよう、協定を結んでいます。 

○ 毛利委員長 
  本件は、原案どおり承認する。 
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議案第４号 岸和田市民体育館条例等の一部を改正する条例 
○ 松田スポーツ振興課長 
  岸和田市民体育館条例等の一部を改正する条例の理由・概略を説明し、平成 20年第１ 
回市議会に上程予定の旨を説明する。 
○ 坂田委員 
  料金を改定するのであれば、市民の理解を得るための努力が必要である。 
○ 永本教育長 
  今回の料金改定は、行財政再生プランの一環であるが、できるだけ市民の負担になら 

ないように考えています。 
○ 毛利委員長 
  本件は、原案どおり承認する。 
 
議案第５号 学校教育施設耐震化計画（案）並びにその公表の方法について 
議案第６号 人事案件について 
○ 永本教育長 
  議案第５号の学校教育施設耐震化計画（案）は、教育委員会での承認段階で、市長部 
 局との協議など、未だ市全体の合意形成されていない状況での計画案であり、修正等も 
 有り得るもので、今の段階で公開することにより市民の不安をあおり混乱を招く恐れが 
 あり、併せて、その公表方法についても市民が不安を招かないような方法について、率 
 直な意見での議論をするため、非公開としてはどうか。 

また議案第６号は、人事案件につき非公開が適当と考えるがいかがですか。 
○ 毛利委員長 

非公開への提案があり、委員の皆様の賛同がありましたので、この件については非公 
開とします。関係者以外は退席願います。 
  
 審議 

 
閉会 午後４時 55 分 
 
 
本会議録に相違ないことを認め署名する。 
 
 
 
委員長 
 
 
 
 
署名委員 


